２０２５．１０．１４
Ｎo.１２２８号
2025県人事委員会勧告・報告
プラス勧告も中堅層以上は実質賃下げ
組織全体の士気は維持できるのか？

県の働き方改革の取組は後退しているのに「特例業務」の判断の厳格化には全く言及せず！
県人事委員会は10月10日、県議会議長と県知事に対して、2025年の「給与等に関する勧告・報告」を行いました。その概要の一部は以下のとおりです。

○ 報告・勧告のポイント 

１ 本年の給与改定 ～ 月例給、ボーナス引上げ ～ 
・月例給の公民給与の較差12,318円（3.09％）を解消するため、本年４月に遡及して、給料表を引上げ改定するとともに、地域手当の支給割合を12.5％に引上げ

・特別給（ボーナス）を0.05月引上げ

２ 給与カーブの見直し 

本年４月に遡及して、令和３年に示した本見直し完成時の支給割合である12.5％に引上げ
＜報告勧告の内容＞

１　職員給与と民間給与との比較
（１）月例給

	職員の給与(A)
	民間の給与(B)
	較差(B)－(A)

	398,009円
	410,327円
	12,318円(3.09％)


（２）特別給（ボーナス）

	職員の支給月数/A
	民間の支給月数/B
	差（B-A）

	4.60月
	4.65月
	0.05月


２　本年の給与改定

1  月例給

　ア　行政職給料表（１）・学校行政職給料表
	項目
	内容
	改定額
	改定率

	給料表
改　定
	・人材確保の観点等を踏まえ、人事院による行政職俸給表(一)の改定に準じて12,200円を限度に初任給を引上げ

・おおむね30歳台後半までの職員が在職する号給に重点を置くとともに、その他の職員が在職する号給は改定額を逓減させる形によって、全ての級号給で引上げ
	10,789
	2.71％

	地域手当
	支給割合0.05％引上げ
	178
	0.04％

	はね返り分
	月例給を算定基礎としている諸手当の額の増減分
	1,343
	0.34％

	計
	12,310
	3.09％


イ　その他の給料表　行（１）との均衡を基本に改定
2 　一時金
ア　一般の職員

	
	
	6月期
	12月期

	2025年度
	期末手当
	1.25／済
	1.275（現行1.25月）

	
	勤勉手当
	1.05／済
	1.075（現行1.05月）

	2026年度
	期末手当
	1.2625
	1.2625

	
	勤勉手当
	1.0625
	1.0625


イ　再任用職員

	
	
	6月期
	12月期

	2024年度
	期末手当
	0.7／済
	0.725 (現行0.7月)

	
	勤勉手当
	0.5／済
	0.525 (現行0.5月)

	2025年度
	期末手当
	0.7125
	0.7125

	
	勤勉手当
	0.5125
	0.5125


(3) 通勤手当
・自動車等使用者に対する通勤手当等について、任命権者において、職員の勤務実態及び人事院の報告・勧告の内容を考慮し、適切な対応を検討することを要請
３　給与カーブ見直し（地域手当の支給割合引上げ）

・2022年４月に、職務と責任に応じた給与制度とするよう給料表の見直しを実施。この見直しに伴い生ずる給与原資を再配分するため、2025年４月１日に遡及して、地域手当の支給割合を本見直し完成時の支給割合である12.5％に引上げ
４ 給与制度アップデートにおける地域手当支給割合
1  見直しの必要性
・人事院は、昨年の報告において、適切な処遇は優秀な人材の確保のために不可欠であることから、「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）」に言及 

・本県においても、国家公務員の地域手当の見直し内容を踏まえ、適切に地域手当を見直すことが必要 
2 見直しの内容
・2026年度は、給与カーブの見直し完成時の支給割合である12.5％とし、改正に要する給与原資の状況等を踏まえ、2028年４月１日まで段階的に引上げ
５ 職務・職責を重視した新たな給与体系の構築等

・人事院は、本年の報告において、職務・職責を重視した新たな給与体系に移行するため、2026年に措置の骨格を、2027年に具体的な措置内容を報告できるよう、勤務時間や任用など他の制度と一体で見直しを進めること等に言及 

・本県においても、国の動向を注視し、検討
＜以下、省略＞
【自治労県職労の見解】

　県人事委員会は、月例給を12,310円（3.09％）、一時金を0.05月引き上げる勧告を行いましたが、大半の中高年齢層の改定率は物価上昇率を下回るものとなっており、大変遺憾です。
（４頁の棒給表参照）
数年にわたる物価上昇を下回る賃上げで、モチベーション低下を余儀なくされている高齢層職員の処遇改善には何ら言及せず、「ベテラン世代の職員の知識・経験を着実に継承する取組の推進に期待」などと述べる姿勢には、適正な勤務条件の確保という本来の役割を放棄しているのではとの疑念すら抱かせます。

　また、人事院が国に対し、長時間労働是正のため特例業務の厳格化を求めたのに対し、今回の勧告・報告で一切触れていないのは極めて残念で、労働基準監督機関としての機能を全く果たしていないと言えます。
　自治労県職労は、全世代にわたる賃金水準の引き上げや長時間労働是正の取組みなど、組合員の要求実現のために、県労連に結集し取り組んでいきます。
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県独自号給
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俸

再任用

5級�

6級�

7級�

8級〜10級�


県労連202５確定闘争日程
〇10月１５日（水）　副知事要求提出交渉

〇10月2１日（火）　副知事回答交渉

　　　　　　　　　　　第1回幹事団交渉

〇10月2３日（木）　県労連支部代交渉

〇10月2９日（水）　第2回幹事団交渉

〇1０月３１日（金）　県労連総決起集会

　　　　　　　　　　　18時30分から

〇11月６日（木）　　決議文手交
〇11月11日（火）　　県労連最終交渉

　　　　　　　　　　　自治労県職労拡大評議委

〇11月1３日（木）　戦術配置

